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●2019年度（令和元年度）総括 

（１）事故多発！！ 5年間で最悪 

 今年度の事故発生件数は、3 月 19 日時点で  

傷害事故15件、賠償事故14件、合計29件とな

り、昨年度の25件より4件増加し、過去5年間

で最悪の結果となりました。 

【過去５年間の傷害・賠償事故発生状況】 

年度 傷害 
（途上・

帰途） 
賠償 合計 

2015 16 （ 5） 5 21 

2016 12 （ 3） 8 20 

2017 9 （ 2） 7 16 

2018 13 （ 6） 12 25 

2019 15 （ 2） 14 29 

（２）発生状況 

①傷害事故について 

今年度は「転倒事故」の増加が顕著でした。「転

倒事故」は、全国のシルバー人材センターの統計

でも、最も発生率が高くなっています。同時に、

厚労省の統計では、「転倒事故」は、高齢者が「要

介護」となる要因の 12.2%を占め、4 番目の多さ

になっている等、軽んずることはできません。 

加齢と共に、身体機能や筋力が低下します。筋 

 

力が低下すると、足が上がりにくく、すり足にな

りがちなため、多少の段差でもつま先が引っかか

って転倒しやすくなります。 

［傷害事故（過去5年間の要因）］ 

当センターの事故の内容 構成割合 

墜落・転落事故 ２９．２％ 

（内 脚立） （１５．４％） 

転倒事故 １５．４％ 

使用器具による受傷 １０．８％ 

（内 刈払機） （３．１％） 

（内 トリマー） （１．５％） 

就業途上・帰途 ２７．８％ 

（内 自家用車） （１０．８％） 

（内 自転車・徒歩） （１０．８％） 

蜂刺され等 ６．２％ 

その他 １０．８％ 

合計 １００．２％ 

 

②賠償事故について 

賠償事故については、刈払機に起因した事故が

最も多く、14 件中 4 件、次いでトリマーによる

事故が 2 件を占めております。また、今年度は、

会員の器具が本人の自覚がないまま財物に接触



し、損傷させたのではないか、と疑われる事案が

2件発生しています。これらは作業前の周辺の確

認や防護対策の実施等、基本的な作業手順が定着

していないことが原因と考えられます。 

［賠償事故（過去5年間の要因）］ 

当センターの事故の内容 構成割合 

刈払機による飛散等 ５０．０％ 

物の落下・接触 ２１．２％ 

剪定鋏・ﾄﾘﾏｰによる断線 １５．３％ 

その他 １３．５％ 

合計 １００．０％ 

（３）改善策 

 安全対策を個々のグループ員に任せきりにし

てはいないでしょうか？例えば草刈の飛散対策

は、防護ネットの設置等、本人だけでは対策が困

難です。対策の未実施は他のグループ員の協力が

無いことや安全に対する意識の低さを示してお

り、事故が発生した場合、周りの会員にも一定の

責任があるのではないでしょうか。事故は、グル

ープ全体で安全意識を共有し、対策を講じなけれ

ば減らすことはできません。あらためて初心に帰

り、次のことを徹底してください。 

○作業前ミーティングを徹底し、危険個所・作業

手順等を共有する。 

○体力、集中力が充実している内に、危険個所や

共同作業が必要な箇所から作業に取り掛かる。 

○リーダー、サブリーダー等を中心に巡回し、 

安全対策の履行を確認する。 

○作業終了時には異常やヒヤリハットの有無を

確認し、次回の安全就業に繋げる。 

●事故発生状況について 

 前号発行後、傷害事故2件と賠償事故1件が発

生しています。事故の概要は次のとおりです。 

［転落事故（1月22日）］ 

 路面から 60 センチ程度高い位置にある生け垣

の剪定後の枝葉を回収していた。路面に降りる際、

体を支えるために生け垣の枝を掴んでいたが枝

が折れ、後ろ向きで路面に落下したもの。（ヘル

メット着用 

［就業途上の事故（2月5日）］ 

 バイクで就業途上中、道中で点けた右折ウイン

カーを切り忘れ、点滅したままになっていた。 

その状態で交差点へ直進するため進入したた

め、対向車が右折しかけたため、急ブレーキをか

けたが、その勢いで転倒し、顔面と右手の切創と

右肩靭帯を損傷したもの。 

［剪定枝による損傷事故（2月3日）］ 

家の裏の通路沿いのカイヅカを剪定後、枝葉を

片付けていたところ、設置してある給湯ボイラー

のパイプに枝が接触し、破損させたもの。 

（賠償額:20,350円） 

 

     

●新型コロナウイルス 

 連日、新聞・テレビ等で新型コロナウイルス関

連の報道がされています。隣接する自治体でも確

認される等、感染拡大がなかなか収まらない状況

にあります。 

別紙に注意事項をまとめていますので、

必ずご一読・ご確認ください。 

注意！ 


